
ガバナンス態勢高度化への取組み

　経営全般に「社外の目」をいっそう取り入れ、意思決定プロ
セスにおいて顧客保護の視点を重視するとともに、ガバナン
スの高度化と透明性の向上を図ることを目的に、2006年7月
に委員会設置会社（指名委員会等設置会社）に移行しました。
経営の監督機能と執行機能を制度上明確に分離するととも

　社外取締役が過半数を占める監査委員会の傘下に監査部を設置しています。監査部の経営からの独立性を強め、監査委員会
が監査テーマを設定する等、監査部に直接指示する態勢を構築することで、監査委員会の高い実効性を確保しています。

に、取締役の過半数（11人中6人）を社外取締役とすることで
経営監督機能の強化を図りました。また、人員構成の多様性
に留意するとともに、監督機能の実効性・継続性に配慮しつつ
社外取締役の在任期間について原則8年を超えないこととし
ています。

監督機能の強化に向けた態勢整備

監査委員会への内部監査機能の直属化による実効性の向上
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● 経営管理体制図
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